
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    相互に連絡調整を行う 

・情報提供、情報共有 

・いじめアンケート調査の分析、整理 

・いじめが疑われる案件の確認 

・学校いじめ防止基本方針の作成・改定 

・各研修会の企画、実施 

・いじめ防止に関する配布物等の作成、配付 

校内体制・関係機関の組織図  

生徒指導部・生徒指導主事 いじめ防止委員会 

未 然 防 止  

(1)人権教育、道徳教育 

(2)魅力ある授業実践 

(3)保護者や地域との連携 

(4)教職員の意識向上 

(5)基本方針の点検・見直し 

教 頭 

生徒指導主事・生徒指導部長 

学部主事 

寄宿舎舎務部長 

寮務主任 

早 期 対 応  

(1)正確な実態把握 

(2)指導体制、方針決定 

(3)児童生徒への指導・支援 

(4)保護者との連携 

(5)指導計画、組織的対応 

(6)発生後の指導・支援 

担 任 

養護教諭 

関係職員 

関係機関と連携する 保護者 

児童生徒 

教育局 警察 福祉機関 医療機関 

未然防止・早期発見・早期対応  

 担任を中心と

した全職員に

よる対応 

 

  全教職員 

早 期 発 見  

(1)日々の観察 

(2)組織的対応 

(3)保護者との連携 

(4)教育相談（学校ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ） 

(5)いじめ実態調査 

「いじめの基本認識」「いじめの定義」の共通理解 

校  長 

い
じ
め
防
止
委
員
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いじめ防止委員会 

・校長  ・教頭  ・事務長  

・生徒指導主事 ・生徒指導部長 

・小学部主事  ・中学部主事 

・寮務主任  ・寄宿舎舎務部長 

・養護教諭  ・該当学級担任 

・函館児童相談所所長 

・スクールカウンセラー 

いじめを認知した場合の取組  

いじめの 

疑い 生徒指導主事 教 頭 校 長 

対応の手順 

事実関係の把握・調査（いつ、どこで、誰が、何を、どのように等） 

職員会議 

 

・情報共有 

・対応策の検討 

・被害児童生徒の

保護 

 

・状況説明 

・対応方針の説明 

 

 

地 域 

 

・情報公開 

 

 

 

教育局 

 

・報告 

・指導・助言 

＊北海道いじめ問題審議会 

 

関係機関 

 

・協力要請 

 

 

 

いじめ解決への特別な指導・支援 

経過観察・通常時での指導 

対応の継続 

観察の継続 

継続 

収束 

重大事態会議 

教頭による招集 

○ いじめの疑い報告 

○ 調査の方針、方法の検討 

・目的・優先順位・期日・担当 

○ 指導・支援方針の検討 

 ・指導体制の確立 

 ・指導・支援の対象と具体的な手立て 

○ 共有・共通理解の準備 

 ・状況の把握と整理 

 ・周知、説明の準備 

○ 状況説明 

 ・当該保護者の対応 

 ・児童生徒への説明（全校集会） 

 ・保護者への説明（保護者説明会等） 

・報道対応 

・校長  ・教頭  ・生徒指導主事 

・生徒指導部長 ・小学部主事 ・中学部主事 

・寮務主任  ・寄宿舎舎務部長 

・養護教諭  ・該当学級担任 

・函館児童相談所所長 

・スクールカウンセラー 

対策会議 

いつ、どこで、誰が、何を、どのように等 

指導・支援方針の決定 

発見者 


